
 

 

公表期日前統計情報等を知り得る者の範囲 

（一般的な情報共有範囲と流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※） 統計によっては、共有する可能性がある者 

【統計作成部局】 【統計業務受託者等（※）】 

統計作成業務
受託者等 

地方公共団体
等 

委
託
契
約
等 

【その他】 

統計法第 32・33

条に基づく二次利

用者（※） 

省内関係部局（※） 公表手続きに係る通

常業務担当ライン 

（委託業者を含む） 

【政務三役等（※）】 

事務次官 

↑ 

総括審議官等 

【広報担当部局】 

担当課長補佐等

↑ 

担当係員等 

担当係長等 

↑ 

部局議構成員等（※）

↑ 

その他広報課等(※) 

担当部局長等 

↑ 

政務官 

↑ 

大臣 

↑ 

副大臣 

↑ 

地方支分部局（※） 

関係委員会等委員

（※） 

担当課室長等 

↑ 


